
ダイ牙キンン類は、発がん性をはじめとする様々な有害な性質を持つことが明らか|こなっており、加えて

環境ホルモン作用等の未解明の有害性も疑われています。

我が国では、ダイオキシン対策関係閣僚会議により、平成11年3月|こダイ才キシン対策基本指針が制定さ

れ、次いで同年7月にはダイオキンン類対策特月」措置法 (以下 「ダイ才キンン法」と幡します。)が 成立し、

平成12年1月から施行されるなど、国を挙|ザての対策が進められています。

本県でも、平成12年度から、ダイ才キンン法に基づ<常 時監視や環境実態調査|こよって県内の詳孫日な汚染

実態の把握|こ努めるととも|こ、平成12年3月|こ判明した3地 川水系汚染事件等の環境汚染問題への対応とし

て、緊急対策調査等|こよる取組を実施しています。あわせて、平成13年10月から環境科学センター|こおい

て、廃棄物焼却施設等からの排出ガスや排出水等の法基準適合状況の検査や、汚染事故発生時等の緊急対応

のダイ才キンンの分析を行つています。

ダイ才キンン問題|こ対処するため|こは、まず汚染実態の的確な把握を行しヽ、廃棄物焼却炉等の発生源対策

|こ取り組お魅要があり、これらが両輪として不可欠です。その推進|こ当たってほ県や市町村といった行政機

関のみならず、多<の 県民や事業者の方々が廃棄物減量化の実践を行つたり、廃棄物焼却施設|こおける適正

管理等、ダイオキンン対策への理解と協力が欠かせません。

そこで、市町村や関係者の方々の協力を得て、平成13年度|こ県内で実施されたダイ才キンン関連調査の結

果を中心|こ、神奈川にお|するダイオキシン対策|こついて取りまとめました。今後も多<の 県民 ・事業者の

方々の御理解と御協力をいただきながら、ダイ牙キシン対策を進めてまいりたしヽと者えています。この冊子

が、ダイ才キシン問題の解決はもとより、よりよしヽ神奈川の環境づ<り |こ役立てば幸しヽです。

平成14年11月

神奈川県ダイ才キシン等対策検討会議
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